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(57)【要約】
　球状のマグネシウム化合物は、少なくとも以下の組成
物の反応生成物を含む：（ａ）ＭｇＸ２－ｎＲｎの一般
化学式で表されるハロゲン化マグネシウム（Ｘは独立し
てＣｌ又はＢｒ、Ｒは独立してＣ１－Ｃ１４アルキル基
、Ｃ６－Ｃ１４アリル基、Ｃ１－Ｃ１４アルコキシ基、
又は、Ｃ６－Ｃ１４アリルオキシ基、且つ、ｎは０又は
１である）、（ｂ）アルコール化合物、及び、（ｃ）以
下の一般化学式（Ｉ）で表されるエポキシ化合物（Ｒ２

及びＲ３は独立して水素、Ｃ１－Ｃ５直鎖アルキル基若
しくは分枝鎖アルキル基、又は、Ｃ１－Ｃ５直鎖ハロア
ルキル基若しくは分枝鎖ハロアルキル基である）。この
マグネシウム化合物は、特徴的なＤＳＣ曲線及びＸ線回
析像を有しており、オレフィン重合触媒のための担体と
して用いられ得る。
【化１】
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも以下の組成物の反応生成物を含むことを特徴とする粒子球状のマグネシウム
化合物：
　（ａ）ＭｇＸ２－ｎＲｎの一般化学式で表されるハロゲン化マグネシウム（Ｘは独立し
てＣｌ又はＢｒ、Ｒは独立してＣ１－Ｃ１４アルキル基、Ｃ６－Ｃ１４アリル基、Ｃ１－
Ｃ１４アルコキシ基、又は、Ｃ６－Ｃ１４アリルオキシ基、且つ、ｎは０又は１である）
、
　（ｂ）アルコール化合物、及び、
　（ｃ）以下の一般化学式（Ｉ）で表されるエポキシ化合物：
【化１】

（Ｒ２及びＲ３は独立して水素、Ｃ１－Ｃ５直鎖アルキル基若しくは分枝鎖アルキル基、
又は、Ｃ１－Ｃ５直鎖ハロアルキル基若しくは分枝鎖ハロアルキル基である）。
【請求項２】
　上記のアルコール化合物は、一般化学式Ｒ１ＯＨ（Ｒ１は独立してＣ１－Ｃ１２アルキ
ル基、Ｃ３－Ｃ１０シクロアルキル基、Ｃ７－Ｃ１２アラルキル基、又は、Ｃ６－Ｃ１０

アリル基である）で表される少なくとも一つのアルコール化合物であることを特徴とする
請求項１に記載のマグネシウム化合物。
【請求項３】
　Ｒ１がＣ１－Ｃ８アルキル基であることを特徴とする請求項２に記載のマグネシウム化
合物。
【請求項４】
　上記のハロゲン化マグネシウムは、二塩化マグネシウムであることを特徴とする請求項
１～３の何れか１項に記載のマグネシウム化合物。
【請求項５】
　Ｒ２及びＲ３は、単独で又は個別で、水素、Ｃ１－Ｃ３アルキル基又はＣ１－Ｃ３ハロ
アルキル基を示していることを特徴とする請求項１～４の何れか１項に記載のマグネシウ
ム化合物。
【請求項６】
　ハロゲン化マグネシウム１モルあたりに用いられる化合物（２）の量が４モル～４０モ
ルの範囲内であり、且つ、用いられる化合物（３）の量が１モル～１０モルの範囲内であ
るマグネシウム化合物の形態であることを特徴とする請求項１～５の何れか１項に記載の
マグネシウム化合物。
【請求項７】
　ハロゲン化マグネシウム１モルあたりに用いられる化合物（２）の量が６モル～２０モ
ルの範囲内であり、且つ、用いられる化合物（３）の量が２モル～６モルの範囲内である
ことを特徴とする請求項６に記載のマグネシウム化合物。
【請求項８】
　５°～１５°の２θ角度の範囲内において、少なくとも二つの回析線が存在し、最も強
い回析線が１０．０±０．４°の回析角２θに存在し、二番目に強い回析線が１０．５°
～１２．５°の回析角２θに存在し、二番目に強い回析線が最も強い回析線の少なくとも
０．２倍の強度であることにより特徴付けられる特徴的なＸ線回析像を有することを特徴
とするマグネシウム化合物。
【請求項９】
　上記マグネシウム化合物の上記のＸ線回析像は、さらに、５°～１５°の２θ角度の範
囲内において存在する回析線のうち、最も強い回析線及び二番目に強い回析線以外の回析
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線が、最も強い回析線の少なくとも０．２倍の強度であることを特徴とする請求項８に記
載のマグネシウム化合物。
【請求項１０】
　上記マグネシウム化合物の上記のＸ線回析像には、さらに、１５°～３２°の２θ角度
の範囲内において、２０°～２１°の２θ角度の範囲内でピーク最大値を有する幅広い回
析ピークが存在することを特徴とする請求項８又は９に記載のマグネシウム化合物。
【請求項１１】
　上記マグネシウム化合物の上記のＸ線回析像には、さらに、１５°～３２°の２θ角度
の範囲内において、２０°～２１°の２θ角度の範囲内でピーク最大値を有する幅広い回
析ピーク、並びに、１６．５±０．４°及び／又は２５．６±０．４°の２θ角度に少な
くとも一つのショルダーピークが存在することを特徴とする請求項８又は９に記載のマグ
ネシウム化合物。
【請求項１２】
　二番目に強い回析線が１１．５±０．４°の回析角度２θに存在することを特徴とする
請求項８に記載のマグネシウム化合物。
【請求項１３】
　マグネシウム化合物のＤＳＣプロフィールは、７０℃～２５０℃の温度の範囲内に明確
な発熱ピークを有し、
　上記の発熱ピークは１００℃～２２０℃の温度でピーク最大値を有し、且つ、４０Ｊ／
ｇ以上の大きさの発熱エンタルピーに相当することを特徴とするマグネシウム化合物。
【請求項１４】
　上記マグネシウム化合物のＤＳＣプロフィールは、上記の発熱ピークのピーク最大値が
、１００℃～２００℃の温度範囲に現れることを特徴とする請求項１３に記載のマグネシ
ウム化合物。
【請求項１５】
　上記マグネシウム化合物のＤＳＣプロフィールは、上記の発熱ピークのピーク最大値が
、１３０℃～２１０℃の温度範囲に現れることを特徴とする請求項１３に記載のマグネシ
ウム化合物。
【請求項１６】
　上記マグネシウム化合物のＤＳＣプロフィールは、上記の発熱ピークのピーク最大値が
、１３０℃～２００℃の温度範囲に現れることを特徴とする請求項１３に記載のマグネシ
ウム化合物。
【請求項１７】
　上記マグネシウム化合物のＤＳＣプロフィールは、上記の発熱ピークのピーク最大値が
、１００Ｊ／ｇ以上の大きさの発熱エンタルピーに相当することを特徴とする請求項１３
に記載のマグネシウム化合物。
【請求項１８】
　以下の工程を含むことを特徴とする請求項１～１７の何れか１項に記載のマグネシウム
化合物を製造するためのプロセス：
　ａ）容器内（好ましくは密閉容器内）にてＭｇＸ２－ｎＲｎの一般化学式で表されるハ
ロゲン化マグネシウム、アルコール化合物、及び、任意で不活性液体媒体を混合し、こう
して得られる混合物を３０℃～１６０℃の温度に加熱し、且つ、反応させることにより、
ハロゲン化マグネシウム－アルコール付加体溶液を形成する工程、
　ｂ）上記のハロゲン化マグネシウム－アルコール付加体溶液と、以下の一般化学式（Ｉ
）で示されるエポキシ化合物とを３０℃～１６０℃の温度条件下で反応させ、球状の担体
を形成する工程、
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【化２】

（Ｒ、Ｘ、Ｒ２及びＲ３は請求項１にて定義されたもの）。
【請求項１９】
　以下の少なくとも一つを特徴とする請求項１８に記載のプロセス：
－上記のアルコール化合物は、一般化学式Ｒ１ＯＨ（Ｒ１はＣ１－Ｃ１２アルキル基、Ｃ

３－Ｃ１０シクロアルキル基、Ｃ７－Ｃ１２アラルキル基、又は、Ｃ６－Ｃ１０アリル基
である）で表される少なくとも一つのアルコール化合物である。
－上記のハロゲン化マグネシウムは二塩化マグネシウムである。
－上記の一般化学式（Ｉ）において、Ｒ２及びＲ３は、単独で又は個別で、水素、Ｃ１－
Ｃ３アルキル基又はＣ１－Ｃ３ハロアルキル基である。
－上記の不活性液体媒体は工程ａ）で用いられ、その不活性液体媒体の量が、ハロゲン化
マグネシウム１モルあたり１／３Ｌ～２０Ｌである。
－用いられる上記のアルコール化合物の量は、ハロゲン化マグネシウム１モルに対して、
４モル～４０モルの範囲内であり、且つ、用いられる上記のエポキシ化合物の量は、ハロ
ゲン化マグネシウム１モルに対して、１モル～１０モルである。
【請求項２０】
　以下の少なくとも一つを特徴とする請求項１８に記載のプロセス：
－上記の不活性液体媒体は工程ａ）で用いられ、その不活性液体媒体の量が、ハロゲン化
マグネシウム１モルあたり２／３Ｌ～１０Ｌである。
－用いられる上記のアルコール化合物の量は、ハロゲン化マグネシウム１モルに対して、
６モル～２０モルの範囲内であり、且つ、用いられる上記のエポキシ化合物の量は、ハロ
ゲン化マグネシウム１モルに対して、２モル～６モルである。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　〔関連出願の相互援用〕
　本願は、2009年10月16日に出願された中国特許出願第200910235562.3号、中国特許出願
第200910235563.8号、中国特許出願第200910235564.2号、及び、中国特許出願第20091023
5565.7号に基づく優先権を主張し、その全ての内容及び全ての目的を本願に援用する。
【０００２】
　〔技術分野〕
　本発明は、オレフィン重合のための触媒組成物を製造するために有用な担体、それを製
造するための方法、及び、その利用方法に関する。特に、本発明は、ハロゲン化マグネシ
ウム－アルコール付加体溶液と、エポキシ化合物との反応により得られる、新しい球状の
マグネシウム化合物の担体、その製造方法及びその利用方法に関する。
【０００３】
　〔背景技術〕
　オレフィン重合のための触媒組成物の製造に有用な活性ハロゲン化マグネシウム担体は
、当技術分野においてよく知られたものである。一般的な活性ハロゲン化マグネシウム担
体は、ハロゲン化マグネシウム及びアルコールの付加体であり、一般的に、球状の粒子の
形態を有する。球状の触媒組成物は、ハロゲン化マグネシウム－アルコール付加体担体と
、ハロゲン化チタンのようなチタン化合物及び電子供与体化合物との反応により得られる
。上記の触媒組成物をオレフィン重合（特に、プロピレンの重合）に用いる場合、上記の
触媒組成物は、高い重合活性と、高い立体特異性とを示し、結果として得られる重合体は
良好な粒子形態を有する。
【０００４】
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　これまで公開されているハロゲン化マグネシウム－アルコール付加体担体は、一般的に
、ハロゲン化マグネシウム及びアルコールのみから構成される。一部の公開されているハ
ロゲン化マグネシウム－アルコール付加体担体は、さらに、微量の水を含んでいる。上記
のハロゲン化マグネシウム－アルコール付加体担体は、スプレー乾燥プロセス、スプレー
冷却プロセス、高圧押出プロセス、又は、高速撹拌プロセスのような既知のプロセスによ
り製造され得る。例えば、米国特許第4,421,674号、米国特許第4,469,648号、国際特許第
8707620号、国際特許第9311166号、米国特許第5,100,849号、米国特許第6,020,279号、米
国特許第4,399,054号、欧州特許第0395383号、欧州特許公開第700936号、中国特許第1034
736号、中国特許第1463990号、中国特許第1580136号、米国特許第6,127,304号、及び、米
国特許第6,323,152号を参照のこと。
【０００５】
　国際特許公開第98/44009号には、化学式ＭｇＣｌ２・ｍＲＯＨ・ｎＨ２Ｏの付加体が開
示されている（ＲはＣ１－Ｃ１０アルキル基、２≦ｍ≦４．２、及び、０≦ｎ≦０．７）
。この付加体のＸ線回析像は、５°と１５°との間の２θ回析角度の範囲内において、８
．８±０．２°、９．４±０．２°及び９．８±０．２°の２θ回析角度に三つの主要な
回析線が存在し、最も強い回析線は８．８±０．２°の２θ回析角度の回析線であり、他
の二つの回析線の強度は、最も強い回析線の強度の少なくとも０．２倍であることを特徴
としている。上述のＸ線回析像に加えて、さらに、上記の付加体は、示差走査熱量測定（
ＤＳＣ）のプロフィールによって特徴付けられ、そのプロフィールは、９０℃未満の温度
にピークが存在しないか、９０℃未満にピークが存在する場合でも、このピークに関する
溶融エンタルピーは、総溶融エンタルピーの３０％未満である。
【０００６】
　国際特許公開第2003/082930号には、化学式ＭｇＣｌ２・ｍＥｔＯＨの付加体が開示さ
れている（２．５≦ｍ≦３．２）。この付加体は、付加体の総重量に対して１質量％以下
の水を含有している。この付加体のＸ線回析像は、５°と１５°との間の２θ回析角度の
範囲内において、８．８±０．２°、９．４±０．２°及び９．８±０．２°の２θ回析
角度に三つの主要な回析線が存在し、最も強い回析線は８．８±０．２°の２θ回析角度
の回析線であり、他の二つの回析線の強度は、最も強い回析線の強度の少なくとも０．２
倍であることを特徴としている。この付加体のＤＳＣプロフィールは、１０９℃を超える
高い溶融温度ピーク、及び、そのピークに関する１０３Ｊ／ｇ又はそれより低い溶融エン
タルピーにより特徴付けられる。
【０００７】
　国際特許公開第2004/026920号には、化学式ＭｇＣｌ２・ｍＥｔＯＨ・ｎＨ２Ｏの付加
体が開示されている（３．４≦ｍ≦４．４、及び、０≦ｎ≦０．７）。この付加体のＸ線
回析像は、５°と１０°との間の２θ回析角度の範囲内において、９．３±０．２°及び
９．９±０．２°の２θ回析角度に少なくとも二つの回析線が存在し、最も強い回析線は
９．３±０．２°の２θ回析角度の回析線であり、他方の回析線の強度は、最も強い回析
線の強度の０．４倍未満であることを特徴としている。この付加体のＤＳＣプロフィール
は、９０℃～１０５℃の範囲内で一つのみの溶融ピークが存在するということにより特徴
付けられる。
【０００８】
　上述のハロゲン化マグネシウム－アルコール２成分付加体担体に加えて、先行技術文献
には、他の形態の活性ハロゲン化マグネシウムについても開示されている。例えば、中国
特許第1922212号には、ハロゲン化チタンを伴う、環状エーテル及びアルコールのハロゲ
ン化マグネシウム溶液の反応により得られる担体が開示されている。中国特許公開第1011
90953号には、金属ハロゲン化物の存在下における、Ｃ１－Ｃ５アルコールの、粉末状マ
グネシウムとの反応により形成されるマグネシウムを含有する付加体担体が開示されてい
る。中国特許第1590415号には、金属ハロゲン化物の存在下において、均質なマグネシウ
ム化合物溶液を形成するために、Ｃ２－Ｃ４低級アルコールと、粉末状マグネシウムとを
反応させ、且つ、球状のシリカ担体上にマグネシウム化合物を支持することにより、得ら
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れる複合担体が開示されている。中国特許第1016422号、中国特許第1177868号、中国特許
公開第101056894号、米国特許第4,727,051号、中国特許第1255436号、米国特許第5,034,3
61号、米国特許第5,849,655号、米国特許第5,817,591号、及び、米国特許第4,469,648号
には、出発原料としてアルコキシマグネシウムを用いることにより得られる活性二塩化マ
グネシウムが開示されている。
【０００９】
　〔発明の概要〕
　入念な研究の末、本発明者は、新規の球状のマグネシウム化合物が、ハロゲン化マグネ
シウム－アルコール付加体溶液と、エポキシ化合物との反応により得ることができること
を見出した。この球状のマグネシウム化合物は、既知のハロゲン化マグネシウム－アルコ
ール付加体担体及び二塩化マグネシウム担体のＤＳＣプロフィール及びＸ線回析像とは異
なるＤＳＣプロフィール及びＸ線回析像を有する。球状のマグネシウム化合物は、チタン
化合物及び任意の内部電子供与体と反応させ、それにより、望ましい水準のオレフィン重
合のための球状の触媒組成物を得るための担体として用いてもよい。本発明は上記の原理
に基づき成り立つ。
【００１０】
　本発明の目的は、少なくとも以下（ａ～ｃ）の組成の反応生成物を含む、オレフィン重
合のための触媒組成物の製造に用いられる担体として有用な新規の球状のマグネシウム化
合物を提供することである：（ａ）以下で定義されるハロゲン化マグネシウム、（ｂ）ア
ルコール化合物、及び、（ｃ）以下で定義されるエポキシ化合物。
【００１１】
　本発明の他の目的は、特徴的なＤＳＣプロフィールを有する、オレフィン重合のための
触媒組成物の製造に用いられる担体として有用な、新規の球状のマグネシウム化合物を提
供することである。
【００１２】
　本発明の他の目的は、特徴的なＸ線回析像を有する、オレフィン重合のための触媒組成
物の製造に用いられる担体として有用な、新規の球状のマグネシウム化合物を提供するこ
とである。
【００１３】
　本発明の他の目的は、本発明に係る球状のマグネシウム化合物を製造するためのプロセ
スを提供することである。
【００１４】
　本発明の他の目的は、オレフィン重合のための触媒組成物の製造における担体としての
、本発明に係る球状のマグネシウム化合物の利用方法を提供することである。
【００１５】
　オレフィン重合のための触媒組成物の製造に用いられる担体として有用な球状のマグネ
シウム化合物は、良好な粒子形態と、狭い粒子サイズ分布を有しており、その製造プロセ
スは、単純且つ実行可能であり、そして、エネルギー消費がより少ない。担体として上記
の化合物を用いることにより得られる固体の触媒組成物をオレフィン重合（プロピレンの
（共）重合）において用いる場合、以下の望まれる効果のうち少なくとも一つを達成する
：触媒の高い重合活性、触媒の高い立体特異性、触媒の良好な水素反応性、高いメルト・
インデックスを有する重合体の立体規則性、及び、ポリマーファインの低含有量。
【００１６】
　〔図面の簡単な説明〕
　図１は、実施例１にて得られるマグネシウム化合物担体のＤＳＣのプロフィールを示し
ている。
【００１７】
　図２は、化学式ＭｇＣｌ２・２．７Ｃ２Ｈ５ＯＨで表される既知の二塩化マグネシウム
－エタノール付加体のＤＳＣのプロフィールを示している。
【００１８】
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　図３は、実施例１にて得られるマグネシウム化合物担体のＸ線回析像を示している。
【００１９】
　図４は、化学式ＭｇＣｌ２・２．７Ｃ２Ｈ５ＯＨで表される既知の二塩化マグネシウム
－エタノール付加体のＸ線回析像を示している。
【００２０】
　図５は、様々な担体のＸ線回析像を示しており、ａはＭｇＣｌ２のＸ線回析像、ｂはＭ
ｇＣｌ２・２．７Ｃ２Ｈ５ＯＨのＸ線回析像、ｃはジエトキシマグネシウムのＸ線回析像
、ｄは本発明に係るマグネシウム化合物担体のＸ線回析像を示している。
【００２１】
　図６は、実施例１にて得られるマグネシウム化合物担体の顕微鏡写真を示している。
【００２２】
　〔発明を実施するための形態〕
　本明細書で用いられている「触媒組成物」という用語は、オレフィン重合の触媒の性質
を有する、アルキルアルミニウム化合物及び任意の外部電子供与体のような従来の共触媒
に加えて、主に、触媒組成物又はプロ(pro)触媒の意味を示している。
【００２３】
　本明細書で用いられている「球状のマグネシウム化合物」又は「球状担体」という用語
は、マグネシウム化合物又は担体が、球状様粒子の形態を有するということを意味してい
るが、マグネシウム化合物又は担体の粒子が、完全球形であることを必要とはしていない
。同様に、本明細書で用いられている「球状の触媒組成物」という用語は、触媒組成物が
、球状様粒子の形態を有することを意味しているが、触媒組成物の粒子が、完全球形であ
ることを必要とはしていない。
【００２４】
　第１の形態において、本発明に係る発明は、オレフィン重合の触媒組成物を得るために
用いられる球状担体として有用なマグネシウム化合物であって、少なくとも以下の組成の
反応生成物を含むマグネシウム化合物を提供する：
　（ａ）ＭｇＸ２－ｎＲｎの一般化学式で表されるハロゲン化マグネシウム（Ｘは独立し
てＣｌ又はＢｒ、ＲはＣ１－Ｃ１４アルキル基、Ｃ６－Ｃ１４アリル基、Ｃ１－Ｃ１４ア
ルコキシ基、又は、Ｃ６－Ｃ１４アリルオキシ基、そして、ｎは０又は１である）、
　（ｂ）アルコール化合物、好ましくは、一般化学式Ｒ１ＯＨで表されるアルコール化合
物（Ｒ１は独立してＣ１－Ｃ１２アルキル基、Ｃ３－Ｃ１０シクロアルキル基、Ｃ７－Ｃ

１２アラルキル基、又は、Ｃ６－Ｃ１０アリル基であり、好ましくはＣ１－Ｃ８アルキル
基である）、及び、
　（ｃ）以下の一般化学式（Ｉ）で表されるエポキシ化合物：
【００２５】
【化１】

【００２６】
（Ｒ２及びＲ３は独立して水素、Ｃ１－Ｃ５直鎖アルキル基若しくは分枝鎖アルキル基、
又は、Ｃ１－Ｃ５直鎖ハロアルキル基若しくは分枝鎖ハロアルキル基であり、好ましくは
、水素、Ｃ１－Ｃ３アルキル基若しくはＣ１－Ｃ３ハロアルキル基である）。
【００２７】
　一般化学式ＭｇＸ２－ｎＲｎで表されるハロゲン化マグネシウムの化合物の例としては
、限定するわけではないが、二塩化マグネシウム、二臭化マグネシウム、塩化フェノキシ
マグネシウム、塩化イソプロポキシマグネシウム、および、塩化ブトキシマグネシウムが
挙げられ、二塩化マグネシウムが好ましい。上記のハロゲン化マグネシウムは、単独の化
合物が用いられてもよいし、化合物を組み合わせて用いてもよい。
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【００２８】
　上記のアルコール化合物は、一般化学式Ｒ１ＯＨで表される化合物であることが好まし
い（Ｒ１はＣ１－Ｃ１２アルキル基、Ｃ３－Ｃ１０シクロアルキル基、Ｃ７－Ｃ１２アラ
ルキル基、又は、Ｃ６－Ｃ１０アリル基であり、好ましくはＣ１－Ｃ８アルキル基である
）。また、上記のアルコール化合物はグリコールであってもよい。本発明において有用な
アルコール化合物の例としては、限定するわけではないが、メタノール、エタノール、プ
ロパノール、イソプロパノール、ｎ－ブタノール、イソブタノール、ペンタノール、イソ
ペンタノール、ｎ－ヘキサノール、ｎ－オクタノール、２－エチルヘキサノール、エチレ
ングリコール、及び、プロピレングリコールが挙げられる。上記のアルコール化合物は、
単独の化合物が用いられてもよいし、化合物を組み合わせて用いてもよい。
【００２９】
　上記の一般化学式（Ｉ）で表されるエポキシ化合物の例としては、限定するわけではな
いが、エポキシエタン、エポキシプロパン、エポキシブタン、エポキシクロロプロパン、
エポキシクロロブタン、エポキシブロモプロパン、及び、エポキシブロモブタンが挙げら
れる。上記のエポキシ化合物は、単独の化合物が用いられてもよいし、化合物を組み合わ
せて用いてもよい。
【００３０】
　球状のマグネシウム化合物の形態において、ハロゲン化マグネシウム１モルあたりに用
いられるアルコール化合物の量は、４モル～４０モルの範囲内であってもよく、４モル～
３０モルの範囲内であることが好ましく、６モル～２５モルの範囲内であることがより好
ましく、６モル～２０モルの範囲内であることがなお好ましい。上記のプロセスにおいて
、ハロゲン化マグネシウム１モルあたりに用いられるエポキシ化合物の量は、１モル～１
０モルの範囲内であってもよく、２モル～６モルの範囲内であることが好ましい。
【００３１】
　第２の形態において、本発明は、オレフィン重合のための触媒組成物を得るために用い
られる球状の担体として有用なマグネシウム化合物を提供する。当該マグネシウム化合物
は、７０℃～２５０℃の温度範囲で明確な発熱ピークを有することにより特徴付けられる
特徴的なＤＳＣプロフィールを有し、上記の発熱ピークは１００℃～２２０℃の温度範囲
で発熱ピークのピーク最大値を有し、これは、４０Ｊ／ｇ以上の大きさの発熱エンタルピ
ーに相当する。
【００３２】
　好ましい実施形態では、マグネシウム化合物のＤＳＣプロフィールは、発熱ピークのピ
ーク最大値が、１００℃～２００℃の温度範囲に現れることを特徴としている。
【００３３】
　他の好ましい形態では、マグネシウム化合物のＤＳＣプロフィールは、発熱ピークのピ
ーク最大値が、１３０℃～２１０℃の温度範囲に現れることを特徴としている。
【００３４】
　さらに他の好ましい形態では、マグネシウム化合物のＤＳＣプロフィールは、発熱ピー
クのピーク最大値が、１３０℃～２００℃の温度範囲に現れることを特徴としている。
【００３５】
　好ましい実施形態では、マグネシウム化合物のＤＳＣプロフィールは、発熱ピークが１
００Ｊ／ｇ以上の大きさの発熱エンタルピーに相当することを特徴としている。
【００３６】
　第３の形態において、本発明は、オレフィン重合のための触媒組成物を得るために用い
られる球状の担体として有用なマグネシウム化合物を提供する。当該マグネシウム化合物
は、５°～１５°の２θ角度の範囲内において、少なくとも二つの回析線が存在し、最も
強い回析線が１０．０±０．４°の回析角２θに存在し、二番目に強い回析線が１０．５
°～１２．５°の回析角２θ（例えば、１１．５±０．４°の回析角２θ）に存在し、二
番目に強い回析線が最も強い回析線の少なくとも０．２倍の強度であることにより特徴付
けられる特徴的なＸ線回析像を有する。
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　ある実施形態において、上記マグネシウム化合物のＸ線回析像は、さらに、５°～１５
°の２θ角度の範囲内において現れる回析線のうち、最も強い回析線及び二番目に強い回
析線以外の回析線が、最も強い回析線の強度の少なくとも０．２倍の強度を有することに
より特徴付けられる。
【００３８】
　ある実施形態において、さらに、上記マグネシウム化合物のＸ線回析像は、１５°～３
２°の２θ角度の範囲内において、２０°～２１°の２θ角度の範囲内でピーク最大値を
有する幅広い回析ピークが存在することにより特徴付けられる。
【００３９】
　他の実施形態において、さらに、上記マグネシウム化合物のＸ線回析像は、１５°～３
２°の２θ角度の範囲内において、２０°～２１°の２θ角度の範囲内でピーク最大値を
有する幅広い回析ピーク、並びに、１６．５±０．４°及び／又は２５．６±０．４°の
２θ角度に少なくとも一つのショルダーピークが存在することにより特徴付けられる。
【００４０】
　どんな特定の理論にも限定されないとすると、ＭｇＸ２、Ｒ１ＯＨ、及び、化学式（Ｉ
）で表されるエポキシ化合物から得られる本発明に係るマグネシウム化合物は、以下の化
学式（ＩＩ）の構造を有する：
【００４１】
【化２】

【００４２】
（ただし、ｐ＋ｍ＋ｎ＝２）。
【００４３】
　例として、二塩化マグネシウム、エポキシクロロプロパン及びエタノールから得られる
マグネシウム化合物を必要とするとき、マグネシウム化合物を以下の反応機構により形成
することができる。
【００４４】
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【化３】

【００４５】
　第４の実施形態において、本発明は、本発明に係る球状のマグネシウム化合物を製造す
るためのプロセスを提供し、当該プロセスは下記の工程を含む。
【００４６】
　ａ）容器内にて（好ましくは密閉容器内にて）、一般化学式ＭｇＸ２－ｎＲｎで表され
るハロゲン化マグネシウム、アルコール化合物、任意の不活性液体媒体を混合し、得られ
た混合物を３０℃～１６０℃の温度に加熱し、反応させ、ハロゲン化マグネシウム－アル
コール付加体溶液を形成する工程、
　ｂ）上記のハロゲン化マグネシウム－アルコール付加体溶液と、以下の一般化学式（Ｉ
）で表されるエポキシ化合物とを３０℃～１６０℃の温度で反応し、粒子球状のマグネシ
ウム化合物を形成する工程：
【００４７】
【化４】

【００４８】
（Ｒ、Ｘ、Ｒ２及びＲ３は上記の定義通り）。
【００４９】
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　上記のプロセスにおいて、ハロゲン化マグネシウム１モルあたりに用いられるアルコー
ルの量は、４モル～４０モルの範囲内であってもよく、４モル～３０モルの範囲内である
ことが好ましく、６モル～２５モルの範囲内であることがより好ましく、６モル～２０モ
ルの範囲内であることがなお好ましい。上記のプロセスにおいて、ハロゲン化マグネシウ
ム１モルあたりに用いられるエポキシ化合物の量は、１モル～１０モルの範囲内であって
もよく、２モル～６モルの範囲内であることが好ましい。
【００５０】
　上記の不活性液体媒体は、液体の脂肪族炭化水素、芳香族炭化水素、脂環式炭化水素、
シリコーンオイル及びそれらの混合物の中から選ばれる媒体であってもよい。上記の不活
性液体媒体の例としては、限定するわけではないが、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、ノ
ナン、デカン、ドデカン、ケロシン、パラフィン油、ワセリン油、ホワイト油、メチルシ
リコーン油、及び、それらの混合物が挙げられる。不活性液体媒体を用いる場合、その量
について特別な制限はない。しかしながら、上記の不活性液体媒体は、ハロゲン化マグネ
シウム１モルに対して、１／３～２０Ｌの量で用いられることが好ましく、２／３～１０
Ｌの量で用いられることが好ましい。
【００５１】
　ハロゲン化マグネシウム、アルコール化合物及びエポキシ化合物の例、及び好ましいも
のとしては、上記の第１の形態で示したようなものが挙げられる。
【００５２】
　上記のプロセスにおいて、ハロゲン化マグネシウム及び／又はアルコールに存在する微
量の水が、ハロゲン化マグネシウム－アルコール付加体溶液を形成する反応において含ま
れ得る。
【００５３】
　上述のプロセスの工程ａ）において、個々の材料は任意の大きさの容器に加えてもよい
。
【００５４】
　上述のプロセスの工程ｂ）において形成される粒子球状のマグネシウム化合物は、当業
者によりよく知られている方法により、ヘキサンのような不活性の炭化水素溶媒で洗浄し
、その後、乾燥してもよい（例えば、減圧下での乾燥）。
【００５５】
　ある実施形態では、製造プロセスは、以下の工程により実行されてもよい：
　１）密閉容器内で、ハロゲン化マグネシウム、アルコール及び任意の不活性液体媒体を
、撹拌しながら、３０℃～１６０℃の温度に、好ましくは６０℃～１２０℃の温度に加熱
し、混合物を十分に反応させることにより、ハロゲン化マグネシウム－アルコール付加体
溶液を得る工程、
　２）撹拌しながら、ハロゲン化マグネシウム－アルコール付加体溶液にエポキシ化合物
を加え、こうして得られる混合物を３０℃～１６０℃の温度で、好ましくは６０℃～１２
０℃の温度で反応することにより、粒子球状のマグネシウム化合物を形成する工程。
【００５６】
　他の実施形態では、製造プロセスは以下の工程により実行されてもよい：
　１）密閉容器内で、ハロゲン化マグネシウム、アルコール及び任意の不活性液体媒体を
、撹拌しながら、３０℃～１６０℃の温度に、好ましくは６０℃～１２０℃の温度に加熱
し、混合物を十分に反応させることにより、ハロゲン化マグネシウム－アルコール付加体
溶液を得る工程、
　２）エポキシ化合物及び不活性液体媒体の混合物にハロゲン化マグネシウム－アルコー
ル付加体溶液を加え、こうして得られる混合物を３０℃～１６０℃の温度で、好ましくは
６０℃～１２０℃の温度で反応することにより、粒子球状マグネシウム化合物を形成する
工程。
【００５７】
　工程１）及び工程２）で用いられる不活性液体媒体の総量は、ハロゲン化マグネシウム
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１モルに対して、１／３～２０Ｌの範囲内であり、２／３～１０Ｌの範囲内であることが
好ましい。上記の不活性液体媒体は、工程１）と工程２）との間で任意の適切な比に分配
してもよい。例えば、工程１）で用いられる不活性液体媒体と、工程２）で用いられる不
活性液体媒体との比は１：１０～５：１の範囲内であってもよい。
【００５８】
　他の実施形態において、製造プロセスは、以下の工程により実行されてもよい：
　１）撹拌しながら、６０℃以下の温度条件、密閉容器中で、不活性液体媒体中でアルコ
ールと共にハロゲン化マグネシウムを反応させることにより、ハロゲン化マグネシウム－
アルコール付加体を形成する工程、
　２）ハロゲン化マグネシウム－アルコール付加体溶液にエポキシ化合物を加え、こうし
て得られる混合物を撹拌しながら６０℃～１６０℃の温度に、好ましくは６０℃～１２０
℃の温度に加熱し、そして、混合物を十分に反応する工程。
【００５９】
　この実施形態において、用いられるアルコールの量は、ハロゲン化マグネシウム１モル
に対して１０モル～３０モルの範囲内であることが好ましく、１５モル～２５モルの範囲
内であることがより好ましい。
【００６０】
　本発明に係る球状のマグネシウム化合物は、オレフィン重合のための触媒組成物の製造
に用いられる球状担体として有用である。従って、第５の形態において、本発明は、オレ
フィン重合のための触媒組成物を得るための担体としての、球状のマグネシウム化合物の
利用方法を提供する。
【００６１】
　本発明に係る利用方法によれば、オレフィン重合のための触媒組成物は、粒子球状マグ
ネシウム化合物を、チタン化合物、及び、任意の内部電子供与体化合物に接触することに
より形成される。この方法は、中国特許第1091748号に記載されているプロセスのような
、それ自体が既知のプロセスにより行われる。
【００６２】
　オレフィン重合のための触媒組成物を製造するために用いられるチタン化合物及び任意
の内部電子供与体及びそれらの使用量は、当業者によりよく知られている。
【００６３】
　ある実施形態では、触媒組成物は、以下の工程を含むプロセスにより製造される：おお
むね、－３０℃～０℃の範囲内、好ましくは－２０℃～－１０℃の範囲内の液体温度条件
で、粒子球状マグネシウム化合物を冷却された四塩化チタン中又は四塩化チタンと不活性
溶媒との混合物中に懸濁する工程；こうして得られる混合物を４０℃～１３０℃の温度、
好ましくは８０℃～１３０℃の温度に加熱し、０．５時間～２時間、その温度を維持する
工程；その後、ろ過することにより固体を回収する工程；状況に応じて、上記の四塩化チ
タンの処理を一回又はそれ以上（好ましくは一回～四回）繰り返し、そして最終的に、こ
うして得られる固体の触媒組成物を不活性溶媒で数回（例えば二回～五回）洗浄する工程
。上記の不活性溶媒は、脂肪族炭化水素、芳香族炭化水素であることが好ましく、例えば
、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、デカン、トルエン及びそれらに類するものが挙げられ
る。
【００６４】
　粒子球状のマグネシウム化合物と、チタン化合物の反応前、反応中、又は、反応後にお
いて、少なくとも一つの内部電子供与体の化合物が、上記の粒子球状のマグネシウム化合
物を処理するために用いられてもよい。特に、上記の触媒組成物が、プロピレンの重合に
用いられることを目的とした触媒である場合、上記の内部電子供与体の化合物を添加する
ことが、高いイソタクチック性（isotacticity）を備えるプロピレン重合体を得るために
不可欠であり得る。
【００６５】
　上記のプロセスにおいて、球状のマグネシウム化合物中のマグネシウム１モルあたりの
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内部電子供与体の化合物の使用量は、０モル～０．５モルの範囲内であってもよく、０．
０５モル～０．３モルの範囲内であることが好ましい。そして、チタン化合物の使用量は
、５モル～５０モルの範囲内であってもよく、８モル～３０モルの範囲内であることが好
ましい。
【００６６】
　担体としての本発明に係るマグネシウム化合物を用いることにより得られる固体の触媒
組成物を、オレフィン重合（特にプロピレンの（共）重合）に用いる場合、当該固体の触
媒組成物は、少なくとも一つの以下の望まれる効果を達成する：触媒の高い重合活性、触
媒の高い立体特異性、触媒の良好な水素反応性、高いメルト・インデックスを有する重合
体の立体規則性、及び、ポリマーファインの低含有量。
【００６７】
　〔実施例〕
　以下の実施例は、本発明をさらに説明するために提供するものであり、本発明の範囲を
制限することを意図するものではない。
【００６８】
　試験方法：
１．重合体のメルト・インデックス：ＡＳＴＭ Ｄ１２３８－９９（２３０℃、且つ、２
．１６ｋｇの荷重）により測定した。
２．重合体のイソタクチック性：以下に基づき実行されるヘプタン抽出法により測定した
（乾燥重合体サンプル２ｇを、６時間、抽出装置内で沸騰ヘプタンを用いて抽出した。そ
して、残留物質を一定の重量になるまで乾燥し、２ｇに対する残留重合体の質量の比をイ
ソタクチック性と見なした）。
３．粒子サイズ分布：粒子状のハロゲン化マグネシウムの付加体の平均粒子サイズ及び粒
子サイズ分布をMasters Sizer Model 2000（Malvern Instruments Co., Ltd.製）により
測定した。
４．ＤＳＣ曲線：パーキンエルマー社より販売されているＤＳＣ７装置により得られるも
のである（窒素雰囲気下、１０℃／分の速度で２５℃～３００℃に昇温）。
５．Ｘ線回析像：フィリップス社（オランダ）より販売されている黒鉛単色光分光器及び
シンチレーション計数管を備えたX'Pert MPD Model多機能Ｘ線回析計を用いて以下の条件
下により得られるものである（ＣｕＫα（λ＝１．５４０６Å）、管電圧が４０ｋＶ、管
電流が４０ｍＡ、ＤＳ＝ＳＳ＝１°スロットシステム、受像スロットが０．３ｍｍ、スキ
ャン速度が３°（２θ）／分、且つ、スキャン範囲（２θ）が５°～７５°、サンプルは
５０ミクロンの厚さのポリエチレン樹脂バッグに封入した）。
【００６９】
　（実施例１）
　（Ａ．球状のマグネシウム化合物の生成）
　５００ｍＬの反応装置に、二塩化マグネシウム７．２ｇ、ホワイト油１８０ｍＬ、及び
、エタノール８２ｍＬを連続的に投入し、この内容物を９０℃まで撹拌しながら加熱した
。この内容物を９０℃で１時間反応させ、その後、エポキシクロロプロパン２４ｍＬを反
応装置に加え、そして、９０℃で０．５時間、反応させ続けた。ろ過することにより液体
を除去した後、残留固体をヘキサンで五回洗浄し、その後、真空下で乾燥し、球状のマグ
ネシウム化合物を得た。
【００７０】
　球状のマグネシウム化合物のＤＳＣプロフィールを図１に示す。
【００７１】
　球状のマグネシウム化合物のＸ線回析像を図３に示す。このＸ線回析像において、５°
～１５°の２θ角度の範囲内にて、９．９５°（１００％）、１１．１°（１５．７％）
及び１１．４１°（３６％）の２θ角度で三本の回析線が存在し、１５°～３２°の２θ
角度の範囲内にて、２０．４５°（１１．３％）の２θ角度でピーク最大値を有する幅広
いピークが存在し、且つ、１６．３７°（７．７％）、２５．３５°（７．７％）及び３
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０．０７°（７．１％）の２θ角度でショルダーピークが存在する。丸括弧内の数値は、
最も強い回析線に対する強度（Ｉ／Ｉ０）を示している。
【００７２】
　図２は、化学式ＭｇＣｌ２・２．７Ｃ２Ｈ５ＯＨで表される既知の二塩化マグネシウム
－エタノール付加体のＤＳＣのプロフィールを示している。そして、図４は、このハロゲ
ン化マグネシウム－エタノール付加体のＸ線回析像を示している。図５は、様々な担体の
Ｘ線回析像を示しており、ａはＭｇＣｌ２のＸ線回析像、ｂはＭｇＣｌ２・２．７Ｃ２Ｈ

５ＯＨのＸ線回析像、ｃはジエトキシマグネシウムのＸ線回析像、ｄは本発明に係るマグ
ネシウム化合物担体のＸ線回析像を示している。上記のＤＳＣプロフィール及びＸ線回析
像を比べることにより、本発明に係るマグネシウム化合物担体が、当技術分野において周
知である二塩化マグネシウム－エタノール付加体担体、及び、二塩化マグネシウム担体と
は異なっていることが分かる。
【００７３】
　（Ｂ．球状の触媒組成物の生成）
　四塩化チタン１００ｍＬを３００ｍＬのガラス製反応装置に加え、－２０℃に冷却した
。次に、上記の球状のマグネシウムを含む化合物を反応装置に加え、そして、その内容物
を加熱しながら、フタル酸ジイソブチル１．５ｍＬを反応装置に加え、１１０℃まで加熱
した。ろ過することにより液体を除去し、その後、残留固体を四塩化チタンで二回洗浄し
、ヘキサンで三回洗浄し、その後、真空条件下で乾燥し、球状の触媒組成物を得た。
【００７４】
　（Ｃ．ポリエチレンの重合）
　窒素雰囲気下で、５Ｌのステンレス鋼のオートクレーブに、プロピレン２．５Ｌ、１ｍ
ｍｏｌのトリエチルアルミニウムのヘキサン溶液１０ｍＬ、０．０５ｍｍｏｌのメチルシ
クロヘキシルジメトキシシラン（ＣＨＭＭＳ）のヘキサン溶液１ｍＬ、上記で得られた触
媒組成物１０ｍｇ、水素ガス１．５Ｌ（標準体積）を連続的に投入した。この内容物を７
０℃まで加熱し、７０℃で１時間、重合反応を続けた。オートクレーブを冷却し、その後
、圧力をベントした。オートクレーブを開け、そして、得られたプロピレン重合体を回収
した。この結果を下記の表２に示す。
【００７５】
　（実施例２）
　球状のマグネシウム化合物を、反応温度を１００℃にした点以外は、実施例１の工程Ａ
に示された手順により製造した。
【００７６】
　この球状のマグネシウム化合物のＤＳＣプロフィールは、７５．６℃～２４９℃の温度
範囲で発熱ピークを有し、上記発熱ピークは、１６１．５℃にピーク最大値を有し、且つ
、そのピークは３０４．２Ｊ／ｇの発熱エンタルピーに相当する。
【００７７】
　この球状のマグネシウム化合物は、５°～１５°の２θ角度の範囲内において、１０．
１°（１００％）及び１１．５９°（３９．３％）の２θ角度で、二本の回析線が存在し
、且つ、１５°～３２°の２θ角度の範囲内において、２０．２°（４３．５％）の２θ
角度でピーク最大値を有する幅広いピークが存在し、そして、１６．４６°（９．５％）
、２５．４０％（１１％）、２７．４３°（７．３％）及び３０．１７°（９．１％）の
２θ角度でショルダーピークが存在するＸ線回析像を有する。丸括弧内の数値は、最も強
い回析線に対する強度（Ｉ／Ｉ０）を示している。
【００７８】
　球状の触媒組成物の生成及びプロピレンの重合は、実施例１に示されている手順に基づ
いて行った。
【００７９】
　（実施例３）
　５００ｍＬの反応装置に、二塩化マグネシウム１０．５ｇ、ホワイト油１８０ｍＬ、及
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び、エタノール１２０ｍＬを連続的に投入し、この内容物を撹拌しながら８５℃まで加熱
した。この内容物を８５℃で１時間反応させ、その後、エポキシクロロプロパン３５ｍＬ
を反応装置に加え、そして、８５℃で０．５時間反応させ続けた。ろ過することにより液
体を除去した後、残留固体をヘキサンで五回洗浄し、その後、真空下で乾燥し、球状のマ
グネシウム化合物を得た。
【００８０】
　この球状のマグネシウム化合物のＤＳＣプロフィールは、７７．８７℃～２０９．８３
℃の温度範囲で発熱ピークを有し、上記の発熱ピークは、１５１．３７℃にピーク最大値
を有し、且つ、これは１９９．３１Ｊ／ｇの発熱エンタルピーに相当する。
【００８１】
　この球状のマグネシウム化合物は、５°～１５°の２θ角度の範囲内において、１０．
０５°（１００％）及び１１．５５°（２８．８％）の２θ角度で、二本の回析線が存在
し、且つ、１５°～３２°の２θ角度の範囲内において、２０．７１°（１３．１％）の
２θ角度でピーク最大値を有する幅広いピークが存在し、そして、１６．３６°（６．７
％）、１９．６２°（６．３％）、２５．４０°（１５％）及び３０．０°（３．８％）
の２θ角度でショルダーピークが存在するＸ線回析像を有する。丸括弧内の数値は、最も
強い回析線に対する強度（Ｉ／Ｉ０）を示している。
【００８２】
　球状の触媒組成物の生成及びプロピレンの重合は、実施例１に示されている手順に基づ
いて行った。
【００８３】
　（実施例４）
　３００ｍＬの反応装置に、二塩化マグネシウム４．８ｇ、デカン１００ｍＬ、及び、エ
タノール３０ｍＬを連続的に投入し、この内容物を７５℃まで撹拌しながら加熱した。こ
の内容物を７５℃で１時間反応させ、その後、エポキシクロロプロパン８ｍＬを反応装置
に加え、そして、７５℃で１時間反応させ続けた。ろ過することにより液体を除去した後
、残留固体をヘキサンで五回洗浄し、その後、真空下で乾燥し、球状のマグネシウム化合
物を得た。
【００８４】
　球状の触媒組成物の生成及びプロピレンの重合は、実施例１に示されている手順に基づ
いて行った。
【００８５】
　（実施例５）
　５００ｍＬの反応装置に、二塩化マグネシウム２４ｇ、メチルシリコーン油１５０ｍＬ
、及び、エタノール９０ｍＬを連続的に投入し、この内容物を１００℃まで撹拌しながら
加熱した。この内容物を１００℃で２時間反応させ、その後、この反応混合物を、予め１
００℃に加熱したエポキシクロロプロパン／メチルシリコーン油（４０ｍＬ／３５０ｍＬ
）混合物に移し、そして、１時間反応させ続けた。ろ過することにより液体を除去した後
、残留固体をヘキサンで五回洗浄し、その後、真空下で乾燥し、球状のマグネシウム化合
物を得た。
【００８６】
　この球状のマグネシウム化合物のＤＳＣプロフィールは、９５．６℃～１７８．７℃の
温度範囲で発熱ピークを有し、上記の発熱ピークは、１３７．６７℃にピーク最大値を有
し、且つ、これは４３．６Ｊ／ｇの発熱エンタルピーに相当する。
【００８７】
　球状の触媒組成物の生成及びプロピレンの重合は、実施例１に示されている手順に基づ
いて行った。
【００８８】
　（実施例６）
　３００ｍＬの反応装置に、二塩化マグネシウム４．８ｇ、デカン１５０ｍＬ、及び、エ
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タノール５４ｍＬを連続的に投入し、この内容物を５５℃まで撹拌しながら加熱した。こ
の内容物を５５℃で１時間反応させ、その後、エポキシクロロプロパン８ｍＬを反応装置
に加え、そして、その後、反応混合物を８０℃まで加熱し、０．５時間反応させた。ろ過
することにより液体を除去した後、残留固体をヘキサンで五回洗浄し、その後、真空下で
乾燥し、球状のマグネシウム化合物を得た。
【００８９】
　この球状のマグネシウム化合物のＤＳＣプロフィールは、９０．２℃～１９２．７℃の
温度範囲で発熱ピークを有し、上記の発熱ピークは、１３７．２℃にピーク最大値を有し
、且つ、これは１０２．５Ｊ／ｇの発熱エンタルピーに相当する。
【００９０】
　この球状のマグネシウム化合物は、５°～１５°の２θ角度の範囲内において、１０．
１４°（１００％）及び１１．５５°（３１．９％）の２θ角度で、二本の回析線が存在
し、且つ、１５°～３２°の２θ角度の範囲内において、２０．４１°（５３．３％）の
２θ角度でピーク最大値を有する幅広いピークが存在し、そして、１６．７２°（１１．
４％）、２５．４４°（１６．３％）、及び３０．１５°（１３．３％）の２θ角度でシ
ョルダーピークが存在するＸ線回析像を有する。丸括弧内の数値は、最も強い回析線に対
する強度（Ｉ／Ｉ０）を示している。
【００９１】
　球状の触媒組成物の生成及びプロピレンの重合は、実施例１に示されている手順に基づ
いて行った。
【００９２】
　（実施例７）
　５００ｍＬの反応装置に、二塩化マグネシウム７．２ｇ、ホワイト油１８０ｍＬ、２－
エチルヘキサノール２０ｍＬ、及び、エタノール７０ｍＬを連続的に投入し、この内容物
を撹拌しながら９０℃まで加熱した。この内容物を９０℃で１時間反応させ、その後、エ
ポキシクロロプロパン２０ｍＬを反応装置に加え、そして、９０℃で０．５時間反応させ
続けた。ろ過することにより液体を除去した後、残留固体をヘキサンで五回洗浄し、その
後、真空下で乾燥し、球状のマグネシウム化合物を得た。
【００９３】
　この球状のマグネシウム化合物のＤＳＣプロフィールは、７３．２℃～２２９．３℃の
温度範囲で発熱ピークを有し、上記の発熱ピークは、１８０．６７℃にピーク最大値を有
し、且つ、これは４２０．４Ｊ／ｇの発熱エンタルピーに相当する。
【００９４】
　この球状のマグネシウム化合物は、５°～１５°の２θ角度の範囲において、１０．０
°（１００％）、１１．０°（１７．５％）、及び１１．４５°（２３．４％）の２θ角
度に三本の回析線が存在し、且つ、１５°～３２°の２θ角度の範囲において、２０．８
°（２１．３％）の２θ角度でピーク最大値を有する幅広いピークが存在し、そして、１
６．２６°（５．３％）、２５．３°（４．２％）、及び、２６．４°（６．１％）の２
θ角度でショルダーピークが存在するＸ線回析像を有する。丸括弧内の数値は、最も強い
回析線に対する強度（Ｉ／Ｉ０）を示している。
【００９５】
　球状の触媒組成物の生成及びプロピレンの重合は、実施例１に示されている手順に基づ
いて行った。
【００９６】
　（実施例８）
　３００ｍＬの反応装置に、二塩化マグネシウム４．８ｇ、デカン１００ｍＬ、及び、エ
タノール３０ｍＬを連続的に投入し、この内容物を撹拌しながら８０℃まで加熱した。こ
の内容物を８０℃で１時間反応させ、その後、エポキシプロパン７ｍＬを反応装置に加え
、そして、８０℃で１時間反応させ続けた。ろ過することにより液体を除去した後、残留
固体をヘキサンで五回洗浄し、その後、真空下で乾燥し、球状のマグネシウム化合物を得
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【００９７】
　この球状のマグネシウム化合物のＤＳＣプロフィールは、５７．５℃～２３６．４℃の
温度範囲で発熱ピークを有し、上記の発熱ピークは、１９８．３７℃にピーク最大値を有
し、且つ、これは２６５．７Ｊ／ｇの発熱エンタルピーに相当する。
【００９８】
　球状の触媒組成物の生成及びプロピレンの重合は、実施例１に示されている手順に基づ
いて行った。
【００９９】
　（実施例９）
　５００ｍＬの反応装置内にて、球状のマグネシウム化合物担体を実施例１の手順に基づ
き生成した。最後にヘキサンで洗浄し、ろ過することにより液体を除去した。反応装置に
直接、－２０℃に冷却した四塩化チタン１２０ｍＬを加え、そして、この内容物を加熱し
ながら、フタル酸ジイソブチル２ｍＬを反応装置に加え、撹拌しながら１１０℃まで加熱
した。ろ過することにより液体を除去した後、残留固体を四塩化チタンで二回洗浄し、そ
して、ヘキサンで三回洗浄した。その後、真空下で乾燥し、球状の触媒組成物を得た。こ
うして得られた触媒組成物は、６０．６ミクロンの平均粒子サイズ（Ｄ５０）、且つ、０
．５４の粒子サイズ分布ＳＰＡＮ（（Ｄ９０－Ｄ１０）／Ｄ５０）を有していた。
【０１００】
　（実施例１０）
　５００ｍＬの反応装置に、二塩化マグネシウム７．２ｇ、ホワイト油１８０ｍＬ、及び
、エタノール８２ｍＬを連続的に投入し、この内容物を撹拌しながら９５℃まで加熱した
。この内容物を９５℃で１時間反応させ、その後、エポキシクロロプロパン３０ｍＬを反
応装置に加え、そして、９５℃で０．５時間反応させ続けた。ろ過することにより液体を
除去した後、残留固体をヘキサンで五回洗浄し、その後、真空下で乾燥し、球状のマグネ
シウム化合物を得た。
【０１０１】
　この球状のマグネシウム化合物は、５°～１５°の２θ角度の範囲内において、９．８
°（１００％）、及び１０．７°（５０％）の２θ角度に二本の回析線が存在し、且つ、
１５°～３２°の２θ角度の範囲内において、２０．３°（２４％）の２θ角度でピーク
最大値を有する幅広いピークが存在し、そして、１６．６°（１２．２％）、２５．９°
（８．０％）、２７．１°（５．２％）、２７．８６°（５．２％）、及び、２９．８５
°（１１．８％）の２θ角度でショルダーピークが存在するＸ線回析像を有する。丸括弧
内の数値は、最も強い回析線に対する強度（Ｉ／Ｉ０）を示している。
【０１０２】
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【表１】

【０１０３】
　表１で示された結果から、本発明に係る球状のマグネシウム化合物担体は、狭い粒子サ
イズ分布を有していることが分かる。
【０１０４】
【表２】

【０１０５】
　担体としての本発明に係る球状のマグネシウム化合物を用いることにより得られる触媒
をプロピレンの重合で用いる場合、表２で示された結果から、この触媒が、高い重合活性
と、高い立体特異性とを有していることが分かる。
【０１０６】
　本明細書に引用された特許、特許文献及び試験方法を本願に援用する。
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【０１０７】
　本願発明は、典型的な実施例に基づき示されており、一方で、本発明の精神と範囲から
逸脱しない限り様々な変更及び改変を行うことができるということが、当業者により理解
され得る。従って、本発明を実行するために考えられる最良の形態として開示された特定
の実施例に制限されるものではないが、本発明は、添付された特許請求の範囲における技
術範囲内の全ての形態が含まれ得る。
【図面の簡単な説明】
【０１０８】
【図１】実施例１にて得られるマグネシウム化合物担体のＤＳＣのプロフィールを示す図
である。
【図２】化学式ＭｇＣｌ２・２．７Ｃ２Ｈ５ＯＨで表される既知の二塩化マグネシウム－
エタノール付加体のＤＳＣのプロフィールを示す図である。
【図３】実施例１にて得られるマグネシウム化合物担体のＸ線回析像を示す図である。
【図４】化学式ＭｇＣｌ２・２．７Ｃ２Ｈ５ＯＨで表される既知の二塩化マグネシウム－
エタノール付加体のＸ線回析像を示す図である。
【図５】様々な担体のＸ線回析像を示しており、ａはＭｇＣｌ２のＸ線回析像、ｂはＭｇ
Ｃｌ２・２．７Ｃ２Ｈ５ＯＨのＸ線回析像、ｃはジエトキシマグネシウムのＸ線回析像、
ｄは本発明に係るマグネシウム化合物担体のＸ線回析像を示す図である。
【図６】実施例１にて得られるマグネシウム化合物担体の顕微鏡写真である。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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